
第２回鳥栖市市庁舎整備基本計画策定委員会 

■用途地域変更手続きについて 

 

都市計画法により次のような手続きを経て用途地域変更を行います。 

 

表 用途地域変更概算スケジュール（準備期間を除く） 

期 間 事 項 備 考 

 
原案縦覧・公聴会公告 

 

公聴会 

 

都市計画案決定 

 

県との事前協議 

 

都市計画案の公告・縦覧 

 

鳥栖市都市計画審議会 ※答申 

県との協議 

 

決定告示 

 

 

約
５
か
月 


